
                      

 

令和７年１２月１２日 

海 事 局 

 

「船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」 

を閣議決定 
 

 

 

 

１．背景 

○ 船員不足の深刻化、航行の安全確保のための国際的な規制強化、船員関係手続のデジタ

ル化への対応等を目的とした船員法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）が本年

５月１４日に公布されました。 

 

○ 改正法では、船員法第７３条を改正し、船員法の一部規定が適用除外される漁船等の船員

に係る労働時間等規制の特例を政令で定めることとする規定の適正化を行ったところであり、

この改正規定は、改正法の公布の日から１年以内において政令で定める日（以下「施行日」と

いう。）から施行することとされています。 

 

２．概要 

○ 上記の政令の制定又は改廃の立案に当たっては、改正後の船員法第７３条第２項の規定に

より交通政策審議会の議を経ることとされています。 

 

○ 当該交通政策審議会の議については、施行日前までに経る必要があるため、施行日前であ

っても船員法第７３条第１項の政令の制定又は改廃の立案に関して交通政策審議会の議を経

ることができるよう、本政令において経過措置を定めることとします。 

 

３．スケジュール 

公布：令和７年１２月１７日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

本年５月１４日に公布された船員法等の一部を改正する法律（令和７年法律第３２号）の施行

に伴う経過措置に関する政令が、本日、閣議決定されました。 

＜問合せ先＞ 

海事局船員政策課 尾崎、古里、真野、川田 

代表 03-5253-8111（内線：45102、45125、45124）、直通 03-5253-8647 

 


